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藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて

藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部を次のように改正す

る。
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藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例

藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例（昭和４６年藤沢市条例第

３３号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項第２号イ中「５００，０００円以上の」を「３，０００，０００円を超え

る」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

この条例を提出したのは，藤沢市病院事業を設置してから今日までの４３年間に

おける物価上昇等を踏まえ，医療事故等による患者等への損害賠償の迅速な対応と

その精神的，経済的な負担の軽減を図るため，所要の改正をする必要による。


